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「介護の問題」は多岐にわたる。議論される学問分
野も広い。要介護者が健康を害するという意味では医
学の分析テーマとなり，要介護者の発生により家族が
同別居の選択をするという意味では社会学の分析テー
マとなる。経済学に限っても，介護サービスが取引さ
れるという意味では医療経済や産業組織論のテーマ
に，介護保険を考えれば社会保障論や地域財政のテー
マに，そして，介護者の介護供給や労働供給を左右す
るという意味では労働経済学のテーマとなる。逆に
言えば，「介護」を一つの分野で議論するのは難しい。
それにもかかわらず，タイトルを「日本の介護」とし
て撰述したことに，著者らの，問題を広くとらえよう
とする思いを感じる。実際，この本の中で取り扱われ
ているテーマは広い。
1，2章では，マクロ統計の紹介や国際比較を行い
ながら，日本の介護政策の特徴や，介護の分析の注目
点が整理される。それらは 3章以降で展開される。ま
ず 3章では，通説とは異なる家族介護の実態が明かさ
れる。すなわち，子供のいる高齢者世帯のうち子供世
帯と同居している割合（同居率）は 2000 年代には低
下しておらず，一方で，子供のいない高齢者世帯の割
合（同居世帯比率）が増加しているという。これは，
2001 年から 2010 年の『国民生活基礎調査』の統計を
読むことで発見されている。同居比率が減少している
背景で，実は子供のいない高齢者が増加しているので
あれば，同居を選択できない世帯が増加していること
になり，同居率を高めるべきとか，家族介護を促進さ

せるべきといった意見は適切ではなくなる。
4章では施設介護が議論される。とくに，民間有料

老人ホームに慣例として存在する「入居金制度」に着
目し，この制度があることで本来あるべき水準よりも

価格が高く据え置かれていることを指摘する。この発
見は，有料老人ホーム市場における消費者と企業の行
動を説明するモデルに基づき，実際の価格と入居者数
に関する大規模データを用いて需要と供給の構造を推
定し，入居金がある場合と無い場合の生涯支払金を比
較することで得られている。入居金の存在により価格
が高く据え置かれているという結果は，入居金制度の
強制的な撤廃の有効性を示唆する。
5章では，健康な状態から軽度の要介護，重度の要

介護を経て死亡に至るまでの平均的な年数が示され
ている。このような基本統計は，介護費用や財政負担
を考える上で，人口統計と同様に重要であろう。筆者
らは福岡市の協力の下，2000 年から 2012 年までの月
単位の健康状態の推移を個人レベルで把握し，月別の
健康状態推移確率を推定すること─要介護度別の多
相生命表の作成という日本で初の試み─で得られて
いる。これにより，女性は男性よりも死亡前に重度の
要介護状態を経験する確率が高いこと，ただし，2000
年代後半には軽度の要介護期間が長くなったことを示
し，予防効果を重視した介護保険制度の改正効果に言
及している。
6章では，家族介護が発生することで，介護者とな
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る女性の労働供給が抑制されているかが検証される。
分析の結果，介護保険導入後に介護による労働供給
阻害効果が緩和されたことが示される。この発見は，
『国民生活基礎調査』を用いて，介護女性の労働確率
や労働時間の決定要因を推計することで得られてい
る。2000 年に世界に先駆けて導入された日本の介護
保険制度が，「介護の社会化」という意味で一定の成
果を持っていたと結論される。7章では，（介護サー
ビスを提供する法人が同時にケアマネージも行うとい
う）併設ケアマネジャーの存在が誘発需要を引き起こ
していることが明らかにされる。この発見は，『国勢
調査』を含む複数の大規模データから地域パネルデー
タを作成し，居宅系サービスの利用率を，併設あるい
は独立のケアマネジャーの多さに回帰した分析結果に
基づいて得られている。著者らは，そもそも併設ケア
マネジャーが存在する背景にケアプラン報酬の少なさ
があることを指摘し，これを改める政策の議論が必要
であると述べる。最終章ではこれらをまとめた政策提
言が記されている。
この本が目指すのは，介護政策を考える上での科学
的根拠の提供であろう。貢献は大きく 3つにまとめら
れる。第一に，最初に述べた点でもあるが，広範囲の
学問分野にわたるトピックについて主要な論点を整理
し新しい知見を広く紹介しようとする意欲的な試みが
なされている。第二に，各テーマについて得られた結
果とともに，今後分析が必要である点を述べることで
将来の研究を促そうとしている。そして，もっとも評
価される点として第三に，科学的根拠となる統計を丁
寧に読もうとしている。各章の発見はすべて統計デー
タに基づいて行われている。評価されるべきは，計量
分析の結果を羅列するだけでなく，その前提となる統
計あるいは背後にある実態に関して，記述統計を丁寧
に追いかけていることであろう。最終章にある政策提
言については，より踏み込んだ政策の処方箋が期待さ
れるという批判もあろうが，おそらく著者らが目指し
たのは証拠の中立的な提供だったと思う。読者であ
る研究者に対しては，今後の分析課題を示し，今後の
議論への参加を誘っている。政策担当者に対しては，
データが示す実態を示し，自らが向き合っている対象
者に対してどのような政策の可能性があるかを考える
材料を与えている。

ところで，この書評は『日本労働研究雑誌』の読者
に向けたものなので，この本が示してくれた労働経済
学分野に関連する発見について議論してみたい。一つ
目の議論は，「2000 年代の同居比率の低下の原因は，
親世帯と子世帯の間の同居行動の変化ではなく，現在
高齢者である世代の過去の出産行動─すなわち子
供を持たなかったという選択をしたことの結果であ
る」についてである。文中の表によると，子供のい
ない高齢世帯が増加しているのは，とくに 2001 年か
ら 2004 年であり，2004 年から 2007 年にかけても上
昇を続けている。ただし 2007 年から 2010 年にかけて
は減少する。平均値であり増減の程度の大きさを議論
するのは適切ではないが，少なくともこの表から言え
ることは，子供のいない高齢世帯の増加が起こるのは
2000 年代前半である。主張を裏付けるものとして筆
者らは，『人口動態統計』を用いて，第一子に係る合
計特殊出生率が 1968 年から 1975 年にかけて減少して
いることを示している。しかしながら，2001 ～ 2004
年に 65 歳となった者が出産を考えた可能性の高い年
齢はおそらく 25 歳頃であり，それは 1958 ～ 61 年頃
となる。すなわち，この世代が第一子を出産するかど
うかの選択をした時期は，1960 年前後と予想される。
出産は 40 代まであり得るとしても，著者らの指摘す
る第一子合計特殊出生率が下がる 1968 ～ 1975 年と時
期にずれがあるように感じる。先の人口統計は，1960
年前後に第一子合計特殊出生率が大きく増加している
ことも示しており，2000 年代前半に子供を持たない
65 歳以上世代が増え始めたことは説明しにくいよう
にも思う。この点についてはより議論が必要だと感じ
た。たとえば，標本の特徴による結果の可能性はない
のだろうか。データの性質上，健康状態が悪化して施
設入居をすれば標本から落とされることが関係してい
ないか，または，「別居している子の有無が不明」と
回答する割合が 2004 年と 2007 年で低いことと関係し
ていないか（そもそもなぜ不明者が大きく減少するの
か）などが気にかかった。もちろん，子供のいない高
齢者が今後増加していくことは間違いない。その意味
で，時期がずれていたとしてもこの点を指摘したこと
の価値は高い。
二つ目の議論は，「介護保険により介護者の市場労

働阻害効果は緩和された」という結果についてであ



日本労働研究雑誌100

る。家族内に要介護者が発生することにより，介護者
となる子供世帯の女性の有業率が減る（ただし働いて
いる女性の労働時間が減るわけではない）という結果
には納得が行く。しかしながら，この本の他の章から
学んだこととして，家族介護の半数は配偶者により行
われており，単身となった要介護者の健康状態が悪化
するのは 80 歳以上という事実がある。そうであるな
らば，家族介護を担っているのは働くことを選択する
世代ではないように感じる。また，2004 年から 2010
年にかけては，労働市場の状況や介護保険以外の政策
も変化している時期であるから，介護による労働阻害
効果の緩和が介護保険制度によるものであったかどう
かについては，より厳密な分析が必要だろう。同時に，
非正規労働者で阻害効果が大きいという興味深い結果
については，利用できる介護サービスが拡大すること
の効果なのか，企業内で受けられる施策に正規と非正
規労働者で差がある結果なのか等，より深く知りたい
と思う点も多かった。介護による労働阻害効果につい
ては，この本が提示してくれた課題を含めて今後一層
の分析が必要であろう。
最後に，この本の主題ではないがくり返し記され
ているメッセージについて触れておきたい。政策立案

のためにはデータ構築とその分析利用の拡大が必要だ
という主張である。著書で紹介されている分析の一部
は，福岡市の行政データを使うことで初めて可能と
なった。自治体への働きかけを行った著者らはもちろ
ん，それに理解を示し協力し分析を許可した福岡市も
高く評価されるべきだろう。科学的根拠に基づいた政
策評価が必要だとされながら，実際にはそれを可能に
する統計データの利用を阻む要素も多い。著者と福岡
市はそれらを克服して分析結果を得た。結果から福岡
市が得たものも大きかったはずである。同時に，その
地域住民ではない者にも「福岡市での例」という証拠
を与えることができた。大きな共有財産である。この
ような分析が一層進み，同じテーマについてでさえも
様々な角度から検証されることが必要だと思う。行政
担当者との間に信頼関係を築いた著者らの努力を思
い，この本が「日本の介護」としてまとめられたこと
に感謝したい。

　こはら・みき　大阪大学大学院国際公共政策研究科准教
授。労働経済学専攻。

1　本書の目的

本書は，中国における賃金決定をめぐる法構造の全
体像を明らかに描き出すことを目的としている。社会
主義市場経済体制に移行した中国では，市場化に対応
するための法整備が展開してきており，労働法もその
一分野である。この流れにおいて，中国における賃金
決定は，労働市場における労使の決定という枠組みの

中だけで捉えられがちであるという。このような理解
に対して，著者は「懐疑」しつつ，市場経済の存在を
前提とする賃金の捉え方では不十分であり，「社会主
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義的視点と市場経済的視点を併せもって現代中国の賃
金（決定）を捉え直すことが必要不可欠」（p.5）とする。

2　本書の構成・内容

上記の問題意識を踏まえ，本書は中国における賃金
決定法の構造に関する仮説を設定し，その具体的な検
証を第 1編「中国労働法の賃金に対する基礎的考察」，
第 2編「中国労働法における賃金決定関係法の個別分
析」で行うという構成となっている。具体的には，歴
史的視座（第 1編第 1章）及び理論的視座（第 1編第
2章）から中国の賃金に関する分析がなされ，そのう
えで，賃金決定に関する具体的な法制度の背後にある
理念及び各々の制度相互間の法的関係性に関する考察
がなされている（第 2編）。以下では，その内容を簡
単にみていく。
第 1 編第 1章　中国における計画経済期の賃金決定
法政策の史的展開

著者は，中国の建国前後から，その後の賃金改革時
期や大躍進政策期，さらに文化大革命期に至るまでの
賃金決定政策の展開を，豊富な資料に基づいて時系列
的に丁寧にフォローしたうえで，計画経済期に一貫し
て存在していた賃金決定に関する根本原則や理念につ
いて次のように指摘する。すなわち，「『必要に応じた
分配』への移行を見据えた，『労働に応じた分配』」で
ある」（p.74）。
このような理念の下で，「労働者に対して労働の対
価として使用者から支払われる意味での賃金は存在せ
ず」，「労働者が提供した労働の質と量に応じた完全に
等価の報酬が国家から支払われる」ため，「国家が統
一的に賃金を管理監督するシステムが形成されること
となった」のであるという（p.77）。もっとも，実際
には，「労働に応じた分配」に依拠しつつも，いわゆ
る「平均主義」や「鉄鍋飯」が基本とされ，報酬に差
はつきにくかったとも指摘される（p.78）。
第 1 編第 2章　社会主義市場経済体制における中国
の賃金に関する理論的考察

ここでは，中国の賃金の理念的特質に関する検討が
なされている。著者は，まず中国法における社会主義
的な秩序の存在を確認し（第 1節），中国の賃金決定
関係法を検討する際，現に生じている市場経済に対応
するための価値観と，国家理念である社会主義的価値

観の双方が，法秩序として存在していることを踏まえ
るべきと指摘する。次に，社会主義体制と資本主義体
制における賃金は「外形的類似性」が認められるもの
の，根本的な差異が存在していると指摘される（第 2
節）。そのうえで，社会主義市場経済体制を採用した
現代中国の賃金を，理論的にどのように捉えるべき
かが検討されている（第 3節）。具体的には，社会主
義における市場の導入のための理論は，「『マルクス主
義』の目指す『必要に応じた分配』を満たすだけの生
産力を社会全体で備えるため，あくまで過渡期におけ
る手法として市場経済を導入した」というものであ
り，こうして形成された社会主義市場経済体制におけ
る市場は，「社会主義政治体制と一体となった計画管
理」が存在するなど，資本主義経済の市場にみられな
い特質があると指摘される（pp.103-104）。
これらの検討を踏まえ，著者は，社会主義市場経

済体制下の中国における賃金決定はその市場化ととも
に，以下のような「理念的特質」があるとする。すな
わち，①市場による賃金決定の過渡的実施，②「労働
に応じた分配」原則の継続的実現，③市場「利用」と
いう価値観の存在，④国家の主人公としての労働者理
念と労使の利益一体化の伝統の存在，⑤圧力型システ
ムによる命令的手法の維持，⑥工会の特殊性の存在で
ある。このため，現代中国の賃金を，「単一の価値観
によって説明できるものではなく，社会主義に根源を
有する特質を併せた視点で捉えることによって，初め
て正確な理解が可能」と示される（p.121）。
以上のような考察を通じて，著者は，社会主義秩

序と市場経済秩序が対等な関係で併存しているのでは
ないとして，最初に提示した仮説を次のように修正す
る。すなわち，「現代中国労働法には，社会主義的な
秩序に基づき賃金（決定）に対する考え方がアウトラ
インとして存在し，その枠内において，市場経済体制
の実施に伴って新たに出現した賃金（決定）に対する
考え方が許容されている。そして，個別の賃金決定関
係法が両者の交錯地点となって，複雑な法構造を形成
しているのではないか」（p.122）。
第 2 編　中国労働法における賃金決定関係法の個別
分析

続く第 2編において，著者は，現代中国の賃金決定
における社会主義的特質について，それが個別の制度
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においてどのように現れているかを分析している。具
体的には，賃金管理制度（第 2編第 3章），最低賃金
制度（第 2編第 4章）及び賃金団体交渉制度と労働協
約制度（第 2編第 5章）が対象とされる。こうして，
賃金決定関係法において，市場化に対応するための法
制度（最低賃金制度，団体交渉制度，労働協約制度）
が形成される一方で，各賃金管理制度は「労働に応じ
た分配」を具体化するためのものとして位置づけられ
ているという（pp.127,167）。具体的には，賃金総額
に対する管理制度としての「弾性賃金計画」（地域及
び部門ごと）及び賃金総額使用台帳制度（個別企業単
位），賃金水準に対する管理としての「賃金指導ライ
ン」制度（賃金上昇水準の管理を目的に，行政区域の
階層ごとに管理され，産業類型ごとにコントロール）
に関する詳細な分析がなされている。
個々の制度に関する考察の上で，各制度の連関関係
に着目した分析がなされている（第 2編第 6章）。最
低賃金制度は市場経済とともに形成されたが，他方で
政府による賃金管理の一環としての性格があり（最低
賃金額の調整において政府が主導的役割を果たし幅
広い裁量を有する），賃金団体交渉（労働協約制度を
含め）は「政府によって管理された交渉」（p.251）と
なっている（賃金管理は賃金団体交渉を管理指導する
存在として法的に位置づけられている）と指摘される
（p.253）。
このようにして，本書における分析を通じて，著者
は次のように結論づける。「中国の賃金決定関係法は，
市場需給と労使による調整が基本であり，政府がこれ
を修正する資本主義市場経済諸国における関与とは異
な」り，「賃金管理制度そのものが社会主義的な秩序
の伝統を受け継いでいる」とともに，「市場経済の導
入に伴い整備されてきた制度についても，全体として
政府による賃金コントロール権の影響を受けた法構造
になっている」（pp.256-257）。

3　本書の意義と若干のコメント

社会主義市場体制の下に置かれている現代中国にお
ける賃金決定について，個々の具体的な制度を論じる
ことはあっても，その法構造の全体像をここまで詳細
かつ丁寧に分析する研究はなかったように思われる。
また，賃金格差等の問題解決のため，より良く市場化

に適応するための制度改革をいかにしていくべきかと
いう観点からの議論が多い状況にあると思われる 1）。
しかし，制度改革を論じる前に，現存の賃金決定の
（法）構造を正確にかつ明らかに説明できるようにし
なければならない。このようななか，著者は中国にお
ける賃金決定の法構造について，歴史的及び理論的と
いう二つの角度からアプローチし，豊富な資料を用い
て丁寧に分析しており，その「社会主義市場経済」と
いう特殊な体制の下での特徴を鮮明に描き出してい
る。このため，本書は，中国の労働事情・経済や市場
に関心のある企業関係者や政府関係者のみならず，中
国の研究者にとっても，中国の賃金決定の法構造をよ
り深く理解するための貴重な一冊となるに違いない。
また，賃金のみではなく，「社会主義市場体制」に由
来する複雑な仕組みを常に意識するという視点は，中
国法研究全体に対しても示唆に富むことであるといえ
る。
本書における重要なキーワードの一つは「労働に応

じた分配」であるといえる。しかし，この「労働に応
じた分配」の中身は必ずしも明確ではない。本書では，
「社会主義秩序と市場経済秩序の交錯」に焦点を当て
つつ賃金決定の法構造に着目した分析がなされている
ため，「労働に応じた分配」に関する立ち入った検討
は，かえって理解の混乱を招く恐れもあると思われる
が，今後かかる研究をさらに深化させるために検討が
必要と考えられる点についてコメントしたい。
第 1に，「労働に応じた分配」の具体的な意義及び

その捉え方の変化の有無である。「労働に応じた分配」
は，著者によれば，いわゆる「平均主義」を克服や排
除するために提唱されたもので，「多く労働した者が
多く報酬を得て，労働量が少ない者は少ない報酬しか
得られない」（p.45）というものであった。より厳密
に言えば，市場需給や労使の調整とは関係なく，「労
働者が社会のために提供した労働の量及び質に応じた
報酬を得るようにする」（p.110）というものであった。
しかし，その後，社会主義市場経済体制の下では，「労
働に応じた分配」の捉え方（とりわけそのうちの「労
働」に含まれるべき要素をめぐる理解）は従前と同じ
ように捉えればいいのか，あるいは修正が必要とした
ら，いかなる修正とすべきかが問題である。という
のも，「労働に応じた分配」と市場経済とは根本的に
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矛盾する関係にあるとの見方も十分に成り立ち，その
「融合」のため，計画経済時期において言及される「労
働に応じた分配」に新たな意味を付与する必要もある
かもしれないからである。実際に，中国では，計画経
済と社会主義市場経済それぞれの体制における「労働
に応じた分配」の具体的な意味合いや異同をめぐって
多くの議論があり，多様な見解が展開しているところ
である 2）。
第 2に，社会主義市場経済体制における「労働に応
じた分配」の「継続的実現」の仕方の問題である。著
者が指摘しているように，社会主義市場経済体制の下
で「『労働に応じた分配』原則をどのように実現して
いくべきかが課題」（p.111）となった。第 1の問題と
も関連するが，新たな意味を付与されるとも解されう
る「労働に応じた分配」は，その実現をいかに図るか
がポイントとなると考えられる 3）。すなわち，それを
具体化するための賃金管理制度は，（市場経済秩序の
中で）実際にどのように機能するのかが問われる。実
際には，賃金総額や賃金上昇基準に関するコントロー

ルの下でも，地域間・産業間・労働者間の賃金格差が
大きな社会問題となっており，制度と実態との間の乖
離を指摘できるのではないか。この点，著者も法構造
と実態との関係を触れられており（pp.274-275），今
後のさらなる展開を期待したい。
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